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会員ならびに歯科技工所関係者の皆様へ 

 

【重要】歯科技工所ベースアップ支援料活用のお願い 

 

令和 8 年度診療報酬改定において新設された「歯科技工所ベースアップ支援料」は、歯科

技工士の処遇改善を目的とした制度です。 

本制度は、歯科医療機関による施設基準の届出・算定を通じて、歯科技工所へ反映される

仕組みとなっています。 

本手引きは、制度の円滑な運用と歯科医療提供体制の維持に向け、会員ならびに歯科技

工所関係者の皆様にご活用いただくため作成いたしました。 

ぜひ本手引きをご活用いただき、お取引先歯科医療機関との連携による制度活用につなげ

ていただければ幸いです。 
 

歯科技工関連三団体 

公 益 社 団 法 人 日 本 歯 科 技 工 士 会 

全 国 歯 科 技 工 士 教 育 協 議 会 

一 般 社 団 法 人 日 本 歯 科 技 工 所 協 会 
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【今すぐお願いしたいこと】 
 

① 本手引書をお読みいただき、「歯科技工所ベースアップ支援料」の制度内容をご理解いただく 

② お取引歯科医院および関係する歯科技工所と情報共有を行う 

③ 本ページ上記 B を活用いただいてお取引先歯科医院へ制度の説明と協力のお願いを行う 

④ 本ページ上記 C 又は D を用いて届出・申請の対応を依頼する（C.電子申請を推奨されています） 

 

※ この制度を活用しなければ、処遇改善は進まず、将来的な歯科技工体制の維持が困難になります。ま

ずは本資料の内容をご確認いただき、ご対応をお願いいたします。 

※ 電子申請を基本とし、書面提出の場合は記載のうえお渡しください 
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A.歯科技工所ベースアップ支援料について（Q&A） 

Ⅰ 制度の概要 

Q1 歯科技工所ベースアップ支援料とは何ですか。 

A 令和 8 年度診療報酬改定において新設された評価であり、歯科技工所に所属する歯科技工士等の

処遇改善、特に勤務する者の賃上げを目的として設けられた制度です。歯科技工人材の確保および

歯科医療提供体制の維持を図ることを目的としています。 

Q2 なぜこの制度が創設されたのですか。 

A 歯科技工士の減少や高齢化が進む中で、歯科技工人材の確保が歯科医療提供体制の維持にとって

重要な課題となっているためです。歯科技工士の処遇改善を通じて人材確保を図ることが制度の目

的とされています。 

Q3 なぜ歯科技工所が算定主体ではないのですか。 

A 診療報酬制度は、保険医療機関が算定主体となる制度であるためです。そのため歯科技工所ベース

アップ支援料は歯科医療機関が算定し、歯科技工所への委託費として支払う仕組みとなっています。 

 

Ⅱ 制度の仕組み 

Q4 この支援料は誰が算定するのですか。 

A 歯科医療機関が算定します。 

Q5 歯科技工所はこの支援料を直接請求できますか。 

A できません。歯科技工所が直接算定する制度ではありません。歯科医療機関が算定し、その全額を

歯科技工所への委託費として支払う仕組みです。 

Q6 歯科医療機関が支援料を算定するには何が必要ですか。 

A 厚生局への施設基準届出が必要です。また、歯科医療機関と歯科技工所が連携して届出内容を確

認することが求められます。なお、当該歯科医療機関に複数の歯科技工所が関与している場合は、す

べての歯科技工所が対象となるため、関係する歯科技工所間で情報共有を行い、連携して手続きを

進めることが望まれます。 

 

Ⅲ 支払いの考え方 

Q７ 歯科技工所は歯科医療機関に支払いを求めることができますか。 

A できます。制度趣旨および施設基準の内容について説明し、理解と協力を求めることが重要です。 

 

Ⅳ 実務上の疑問 

Q８  院内歯科技工の場合は算定できますか。 

A できません。歯科技工所への委託を前提とした制度であるため、当該保険医療機関に所属する歯科

技工士が製作した場合は算定対象となりません。 

Q９  委託歯科技工所の名称はどこに記載されますか。 

A 施設基準届出や実績報告書において記載されます。 

Q10 届出時に記載されていない歯科技工所でも対象になりますか。 

A なります。実際に委託が行われている歯科技工所については実績報告書で報告されていれば対象に

なります。  
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Ⅴ 会員から多い質問 

Q11 歯科医療機関が支援料を算定しているか確認できますか。 

A 「医療機関届出情報(地方厚生局)データベース」にアクセスいただくと確認できます。 

Q12 消費税の取り扱いはどのようにすればよいですか 

A 歯科技工所ベースアップ支援料には

消費税が含まれています。 

そのため、税抜 136 円、税込 150 円と

なるよう請求してください。 

Q13 実際の請求方法を教えてください 

A 請求方法としては、 

①「別建て請求」と 

②「歯科技工料金への内包」 

が考えられます。 

ただし、「内包」の場合、同一の補

綴物でも料金体系が複雑になり、請求

時のトラブルにつながる可能性があり

ます。 

このため、厚生労働省保険局は 

「別建て請求」を推奨しています。 

Q14 具体的な算定の個数の考え方を教えてください。 

A 想定される歯科補綴物等における「歯科技工所ベースアップ支援料」の算定回数は下の表のようにな

ります。 

 

  
部位(一例) 算定回数

6 1 クラウン

5 1 インレー

⑥⑦（連結or単冠） 2 クラウン

③②①（連結or単冠） 3 レジン前装冠

③２①（Br） 1 ブリッジ

７～１ １～７ 1 総義歯

６５・５６（一顎2床） 2 局部床義歯

鋳造二腕鉤 1 有床義歯修理

睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置 1

①②③④⑤（テンポラリークラウン） 5

①２③（リテーナー） 1

123 3

７～１ １～７ 1

個人トレー・バイトリム・仮床試適 算定不可

暫間補綴装置
セ
ッ

ト
日
に
算
定

暫間補綴装置

支台築造（間接法）

３次元プリント有床義歯(一顎）

補綴物等の種類及び算定方法

１
歯
冠
修
復

⋆
1
個
に
つ
き
・
⁑
1
装
置
に
つ
き

Ｍ
０
０
５
装
着
の
算
定
時

２
欠
損
補
綴

３．口腔内装置等の装着の場合

⋆

⁑

⁑

項目 単価 個数 小計

レジン前装金属冠 8,220 4 32,880

ベースアップ支援料 136 4 544

33,424

レジン前装金属冠
(ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ支援料含む)

8,356 4 33,424

33,424

レジン前装金属冠 8,220 2 16,440

レジン前装金属ポンティック 8,260 2 16,520

ベースアップ支援料 136 1 136

33,096

レジン前装金属冠 8,220 1 8,220
レジン前装金属冠
(ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ支援料含む)

8,356 1 8,356

レジン前装金属ポンティック 8,260 2 16,520

33,096

レ

ジ

ン

前

装

B

r

①

１

２

③

A

合   計（税別）

B

合   計（税別）

部位等

レ

ジ

ン

前

装

金

冠

①

①

②

③

A

合   計(税別）

属 B
合   計
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Q15 「歯科技工所における賃金引き上げの方法」の欄にはどのように書けばよいですか 

A 歯科技工所の規模に応じて下記を参考にしてください 

・従業員を雇用する歯科技工所 

① 当歯科技工所においては、歯科技工士等の処遇改善を目的として、基本給の引き上げ及び各種手

当の見直しにより賃金の引き上げを行う。 

② 当歯科技工所においては、経営状況を踏まえつつ、基本給の見直し又は手当の増額により賃金の引

き上げを行う。 

・個人の歯科技工所 

③ 当歯科技工所においては、本支援料に係る収入を、業務内容及び従事状況に応じて、基本給の引き

上げ（見直し）に充当すること等、適切に配分し処遇改善を図る。 

Q16 実績報告書の提出方法について教えてください。 

A 本支援料の実績報告書は、歯科技工所名と期間内の算定回数を報告する簡易な内容です。 

従来のベースアップ評価料と混同されることがありますが、本制度では複雑な集計は不要です。算定

回数については、可能な範囲でカウントし（下図＊）、実績報告書作成時に歯科医療機関へ提供する

ことをお勧めします。 

  

＊ 

6



B.歯科科技工所ベースアップ支援料の活用に関するご協力のお願い 

歯科保険医療機関各位 

 

歯科技工所ベースアップ支援料の活用に関するご協力のお願い 

 

平素より歯科医療の提供にご尽力いただき、誠にありがとうございます。 

このたびの令和 8 年度診療報酬改定において新設された「歯科技工所ベースアップ支援料」は、歯科技

工士の処遇改善を通じて担い手の確保を図り、将来にわたる歯科医療提供体制の維持を目的として創設さ

れた制度です。 

現在、歯科技工分野においては、従事者の減少や高齢化が進行しており、補綴物の安定的な供給体制

の確保が重要な課題となっております。この状況が進行した場合、納期や対応力の面で歯科診療への影響

も懸念されます。 

本支援料は、歯科医療機関において算定いただくことにより、歯科技工所への委託費に反映され、歯科

技工士の処遇改善につながる仕組みとなっております。そのため、本制度の趣旨を実現するためには、歯科

医療機関の皆様のご理解とご協力が不可欠です。 

つきましては、歯科技工所との連携のもと、歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準の届出および算

定にご協力賜りますようお願い申し上げます。 

公 益 社 団 法 人  日 本 歯 科 技 工 士 会 

全 国 歯 科 技 工 士 教 育 協 議 会 

一 般 社 団 法 人  日 本 歯 科 技 工 所 協 会 

 

お取引先歯科医院各位 

 

歯科技工所ベースアップ支援料に関するお願い 

 

平素より大変お世話になっております。 

日頃より歯科補綴物等の製作をご用命いただき、厚く御礼申し上げます。 

本支援料は、歯科医療機関において算定いただくことで、歯科技工所における処遇改善に活用される制度

となっております。 

つきましては、誠に恐縮ではございますが、 

本支援料の施設基準の届出および算定につきまして、ご対応賜りますようお願い申し上げます。 

なお、手続きに関する資料を別紙にてご用意しておりますので、ご参照いただけますと幸いです。 

今後とも安定した歯科補綴物等の提供に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

（歯科技工所名） 
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C.電子申請のための手続き方法 

 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html  ① 

③ 

② 

④ 

⑤ 
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本資料 5 ページ Q15 を参考に入力 ⑦ 

歯科医療機関で記入 

必ずチェックを入れていただく 

必要事項を入力後、ご自身のパソコンにいったん保存しててください。メール等を利用して歯科医療機関に提供し、本手引書１０ページの

厚生局メールアドレスに送っていただくよう依頼してください(以下メール文案) 

表題：歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準届出について（お願い） 

いつも大変お世話になっております。 

令和 8 年度診療報酬改定により新設されました「歯科技工所ベースアップ支援料」につきまして、施設基準届出に必要な事項を弊社にて

あらかじめ記載しております。 

お手数をおかけいたしますが、送付しております Excel データ内の 

・「別添２」シート 

・「様式 101 歯科技工所ベースアップ支援料」シート 

につきまして、貴院必要事項をご入力いただき、下記厚生局受付メールアドレスへご提出いただきますようお願い申し上げます。 

なお、電子申請が難しい場合は、印刷のうえ書面提出でも差し支えございません。 

ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

【厚生局受付メールアドレス】 

次ページの所管厚生局ドレスを入力（●を＠に変更して入力してください） 

【添付資料】 

・施設基準届出書（Excel） 

⑧ 

貴所名を入力 ⑥ 
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届出書作成に当たっては、様式の「記載上の注意」を確認して作成してください。
※メール送付する際の注意点
　①管轄の厚生局都道府県事務所を確認の上、メールを送付してください。
　②ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。
　③送付するファイル名の冒頭に医療機関コード又は訪問看護ステーションコードを記載してください。
　※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「●」を「@」に置き換えてください。
　　

都道府県
番号

管轄地域 都道府県名 メールアドレス

０１ 北海道厚生局 北海道 baseup-hyoukaryou01●mhlw.go.jp

０２ 青森県 baseup-hyoukaryou02●mhlw.go.jp
０３ 岩手県 baseup-hyoukaryou03●mhlw.go.jp
０４ 宮城県 baseup-hyoukaryou04●mhlw.go.jp
０５ 秋田県 baseup-hyoukaryou05●mhlw.go.jp
０６ 山形県 baseup-hyoukaryou06●mhlw.go.jp
０７ 福島県 baseup-hyoukaryou07●mhlw.go.jp

０８ 茨城県 baseup-hyoukaryou08●mhlw.go.jp
０９ 栃木県 baseup-hyoukaryou09●mhlw.go.jp
１０ 群馬県 baseup-hyoukaryou10●mhlw.go.jp
１１ 埼玉県 baseup-hyoukaryou11●mhlw.go.jp
１２ 千葉県 baseup-hyoukaryou12●mhlw.go.jp
１３ 東京都 baseup-hyoukaryou13●mhlw.go.jp
１４ 神奈川県 baseup-hyoukaryou14●mhlw.go.jp
１５ 新潟県 baseup-hyoukaryou15●mhlw.go.jp
１９ 山梨県 baseup-hyoukaryou19●mhlw.go.jp
２０ 長野県 baseup-hyoukaryou20●mhlw.go.jp

１６ 富山県 baseup-hyoukaryou16●mhlw.go.jp
１７ 石川県 baseup-hyoukaryou17●mhlw.go.jp
２１ 岐阜県 baseup-hyoukaryou21●mhlw.go.jp
２２ 静岡県 baseup-hyoukaryou22●mhlw.go.jp
２３ 愛知県 baseup-hyoukaryou23●mhlw.go.jp
２４ 三重県 baseup-hyoukaryou24●mhlw.go.jp

１８ 福井県 baseup-hyoukaryou18●mhlw.go.jp
２５ 滋賀県 baseup-hyoukaryou25●mhlw.go.jp
２６ 京都府 baseup-hyoukaryou26●mhlw.go.jp
２７ 大阪府 baseup-hyoukaryou27●mhlw.go.jp
２８ 兵庫県 baseup-hyoukaryou28●mhlw.go.jp
２９ 奈良県 baseup-hyoukaryou29●mhlw.go.jp
３０ 和歌山県 baseup-hyoukaryou30●mhlw.go.jp

３１ 鳥取県 baseup-hyoukaryou31●mhlw.go.jp
３２ 島根県 baseup-hyoukaryou32●mhlw.go.jp
３３ 岡山県 baseup-hyoukaryou33●mhlw.go.jp
３４ 広島県 baseup-hyoukaryou34●mhlw.go.jp
３５ 山口県 baseup-hyoukaryou35●mhlw.go.jp
３６ 徳島県 baseup-hyoukaryou36●mhlw.go.jp
３７ 香川県 baseup-hyoukaryou37●mhlw.go.jp
３８ 愛媛県 baseup-hyoukaryou38●mhlw.go.jp
３９ 高知県 baseup-hyoukaryou39●mhlw.go.jp

４０ 福岡県 baseup-hyoukaryou40●mhlw.go.jp
４１ 佐賀県 baseup-hyoukaryou41●mhlw.go.jp

４２ 長崎県 baseup-hyoukaryou42●mhlw.go.jp

４３ 熊本県 baseup-hyoukaryou43●mhlw.go.jp
４４ 大分県 baseup-hyoukaryou44●mhlw.go.jp
４５ 宮崎県 baseup-hyoukaryou45●mhlw.go.jp
４６ 鹿児島県 baseup-hyoukaryou46●mhlw.go.jp
４７ 沖縄県 baseup-hyoukaryou47●mhlw.go.jp

ベースアップ評価料　届出専用メールアドレス一覧

九州厚生局

中国四国厚生局

四国厚生支局

東北厚生局

関東信越厚生局

東海北陸厚生局

近畿厚生局
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テキストボックス
 ※「歯科技工所ベースアップ支援料」もこのメールアドレスから届出書を送付できます。

kabeya
タイプライターテキスト
 



別添２ 

特掲診療料の施設基準に係る届出書 
 

 

 

 保険医療機関コード  
 

 届 出 番 号 
(歯技ベ) 

第      号 

 

 

 

   連絡先 

    担当者氏名： 

    電 話 番 号： 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（届出事項） 

 

［ 歯科技工所ベースアップ支援料 ］の施設基準に係る届出 

 

 

［2-616］ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 □ 当該届出を行う前６月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出（法

令の規定に基づくものに限る。）を行ったことがないこと。 
 
 □ 当該届出を行う前６月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労

働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反して
いないこと。 

 
 □ 当該届出を行う前６月間において、健康保険法第78条第１項及び高齢者の医療の確保に

関する法律第72条第１項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関
し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。 

 
 □ 当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員

数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機
関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。 

  
  標記について、上記基準のすべてに適合しているので、別添の様式を添えて届出します。 

 

 令和   年   月   日 

 

  保険医療機関の所在地    

  及び名称          

                

 

              開設者名  

                    

 

    関東信越厚生局長 殿 

 

 

   備考１ ［   ］欄には、該当する施設基準の名称を記入すること。 

     ２ □には、適合する場合「レ」を記入すること。 

     ３ 届出書は、１通提出のこと。 
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様式101

◎以下について確認の上、必ず☑を記載すること

毎年８月において、前年度の賃金改善支援の取組状況について、様式102により、「実績報告書」を作

成し、報告することについて、理解しました。

本評価料による収入については全て歯科技工士の賃上げに充当することについて、誓約します。

年 月 日 開設者名：

◎必要記載項目

１

２ 製作委託等を行う歯科技工所の名称

３ 歯科技工所における賃金引き上げの方法

【記載上の注意】

　１　「３」については、歯科技工所と連携し、可能な限り具体的に記載すること。

保険医療機関コード

歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準に係る届出書添付書類

保険医療機関名

12
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様式101

◎以下について確認の上、必ず☑を記載すること

毎年８月において、前年度の賃金改善支援の取組状況について、様式102により、「実績報告書」を作

成し、報告することについて、理解しました。

本支援料による収入については全て歯科技工士の賃上げに充当することについて、誓約します。

年 月 日 開設者名：

◎必要記載項目

１

２ 製作委託等を行う歯科技工所の名称

３ 歯科技工所における賃金引き上げの方法

【記載上の注意】

　１　「３」については、歯科技工所と連携し、可能な限り具体的に記載すること。

保険医療機関名

保険医療機関コード

歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準に係る届出書添付書類

令和

13

oonishinaoyuki
・当歯科技工所においては、歯科技工士等の処遇改善を目的として、基本給の引き上げ
及び各種手当の見直しにより賃金の引き上げを行う。
・当歯科技工所においては、本支援料に係る収入を、業務内容及び従事状況に応じて、
基本給の引き上げ（見直し）に充当すること等、適切に配分し処遇改善を図る。

oonishinaoyuki
保険医療機関コードの記入

oonishinaoyuki
医療機関名の記入

oonishinaoyuki
開設者名（法人または個人名）

oonishinaoyuki
記入日もしくは郵送日を記入

oonishinaoyuki

oonishinaoyuki

oonishinaoyuki
記入例
Q15参照

oonishinaoyuki

oonishinaoyuki
記入例

oonishinaoyuki
歯科技工所の名称を記入
後に報告する実績報告に記載されればここに記載なくても算定可能

oonishinaoyuki

oonishinaoyuki
〇〇歯科技工所

oonishinaoyuki
株式会社　▲△ラボラトリー



都道府県 事業所等の名称 電話番号

北海道 医療課 〒060-0808　北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号　札幌第1合同庁舎8階 ０１１－７９６－５１０５

宮城 指導監査課（宮城）〒980-8426宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21階 ０２２－２０６－５２１７

青森 青森事務所 〒030-0801青森県青森市新町2-4-25 青森合同庁舎6階 ０１７－７２４－９２００

岩手 岩手事務所 〒020-0024岩手県盛岡市菜園1-12-18盛岡菜園センタービル2階 ０１９－９０７－９０７０

秋田 秋田事務所 〒010-0951秋田県秋田市山王7丁目1-4秋田第二合同庁舎4階 ０１８－８００－７０８０

山形 山形事務所 〒990-0041山形県山形市緑町2-15-3　山形第二地方合同庁舎1階 ０２３－６０９－０１４０

福島 福島事務所 〒960-8021福島県福島市霞町1-46福島合同庁舎4階 ０２４－５０３－５０３０

埼玉 指導監査課（埼玉）〒330-9727 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎検査棟2階 ０４８－８５１－３０６０

茨城 茨城事務所 〒310-0061　茨城県水戸市北見町1-11　水戸地方合同庁舎4階 ０２９－２７７－１３１６

栃木 栃木事務所 〒320-0043　栃木県宇都宮市桜5-1-13　宇都宮地方合同庁舎5階 ０２８－３４１－８４８６

群馬 群馬事務所 〒371-0024　群馬県前橋市表町2丁目2-6　前橋ファーストビルディング7階 ０２７－８９６－０４８８

千葉 千葉事務所 〒260-0024　千葉県千葉市中央区中央港1-12-2　千葉港湾合同庁舎5階 ０４３－３８２－８１０１

東京 東京事務所 〒163-1111　東京都新宿区西新宿6丁目22-1　新宿スクエアタワー11階 ０３－６６９２－５１２６

神奈川 神奈川事務所 〒231-0003　横浜市中区北仲通5-57　横浜第2合同庁舎2階（低層棟） ０４５－２７０－２０５３

新潟 新潟事務所 〒950-0088　新潟県新潟市中央区万代2丁目3-6　新潟東京海上日動ビルディング1階 ０２５－３６４－１８４７

山梨 山梨事務所 〒400-0031　山梨県甲府市丸の内1丁目1番18号　甲府合同庁舎9階 ０５５－２０９－１００１

長野 ⾧野事務所 〒380-0846　⾧野県⾧野市旭町1108　⾧野第2合同庁舎4階 ０２６－４７４－４３４６

愛知 指導監査課（愛知）〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階 ０５２－２２８－６１７９

富山 富山事務所 〒930-0085 富山市丸の内1丁目5番13号 富山丸の内合同庁舎5階 ０７６－４３９－６５７０

石川 石川事務所 〒920-0024 金沢市西念3丁目4-1 金沢駅西合同庁舎7階 ０７６－２１０－５１４０

岐阜 岐阜事務所 〒500-8114 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎4階 ０５８－２４９－１８２２

静岡 静岡事務所 〒424-0825 静岡市清水区松原町2-15 清水合同庁舎3階 ０５４－３５５－２０１５

三重 三重事務所 〒514-0033 津市丸之内26-8 津合同庁舎4階 ０５９－２１３－３５３３

大阪 指導監査課（大阪）〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル8階 ０６−７６６３−７６６３

福井 福井事務所 〒910-0019　福井市春山1-1-54　福井春山合同庁舎7階 ０７７６－２５－５３７３

滋賀 滋賀事務所 〒520-0044 大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階 ０７７－５２６－８１１４

京都 京都事務所 〒604-8153　京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691　りそな京都ビル5階 ０７５－２５６－８６８１

兵庫 兵庫事務所 〒651-0073　神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3　神戸防災合同庁舎2階 ０７８－３２５－８９２５

奈良 奈良事務所 〒630-8115　奈良市大宮町1-1-15　ニッセイ奈良駅前ビル2階 ０７４２－２５－５５２０

和歌山 和歌山事務所 〒640-8143和歌山市二番丁3和歌山地方合同庁舎5階 ０７３－４２１－８３１１

広島 指導監査課（広島）〒730-0012　広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館2階 ０８２－２２３－８２０９

鳥取 鳥取事務所 鳥取市吉方１０９ 鳥取第３地方合同庁舎２階 ０８５７－３０－０８６０

島根 島根事務所 松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎６階 ０８５２－６１－０１０８

岡山 岡山事務所 岡山市北区下石井１－4－１ 岡山第２合同庁舎１１階 ０８６－２３９－１２７５

山口 山口事務所 山口市吉敷下東１－３－１ 山陽ビル５階 ０８３－９０２－３１７１

香川 指導監査課（香川）〒760-0019　香川県高松市サンポート3番33号　高松サンポート合同庁舎南館5階 ０８７－８５１－９５９３

徳島 徳島事務所 〒770-0941　 徳島県徳島市万代町3丁目5番地　徳島第2地方合同庁舎4階 ０８８－６０２－１３８６

愛媛 愛媛事務所 〒790-0066　 愛媛県松山市宮田町188番地6　松山地方合同庁舎1階 ０８９－９８６－３１５６

高知 高知事務所 〒780-0850　 高知県高知市丸ノ内1－3－30　四国森林管理局庁舎1階　 ０８８－８２６－３１１６

福岡 指導監査課（福岡）〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8住友生命博多ビル4F ０９２－７０７－１１２５

佐賀 佐賀事務所 〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎7F ０９５２－２０－１６１０

長崎 ⾧崎事務所 〒850-0033　⾧崎市万才町7-1 TBM⾧崎ビル12F ０９５－８０１－４２０１

熊本 熊本事務所 〒862-0971　熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎4F ０９６－２８４－８００１

大分 大分事務所 〒870-0016　大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎1F ０９７－５３５－８０６１

宮崎 宮崎事務所 〒880-0816　宮崎市江平東2-6-35 3F ０９８５－７２－８８８０

鹿児島 鹿児島事務所 〒890-0068　鹿児島市東郡元町4番1号 鹿児島第二地方合同庁舎3F ０９９－２０１－５８０１

沖縄 沖縄事務所 〒900-0022　那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟2F ０９８－８３３－６００６

九州厚生局 〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎10階

〒760-0019香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎4階

〒730-0012広島県広島市中区上八丁掘6-30 広島合同庁舎4号館2階

〒541-8556大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館3階

〒461-0011愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階

〒330-9713埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

〒980-8426宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F

北海道厚生局 〒060-0808北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号札幌第1合同庁舎8階

東北厚生局

関東信越厚生局

東海北陸厚生局

近畿厚生局

中国四国厚生局

四国支局
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E.歯科技工所ベースアップ支援料に関する協定書 

 

本協定書は、歯科医療機関（以下「甲」という。）および歯科技工所（以下「乙」という。）が、令和 8 年度診

療報酬改定において新設された「歯科技工所ベースアップ支援料」の適切な運用に関し、相互に確認する

ことを目的として締結する。 

 

第 1 条（目的） 

本協定は、歯科技工所ベースアップ支援料の制度趣旨に基づき、歯科技工士の処遇改善および歯

科医療提供体制の維持に資することを目的とする。 

第 2 条（支援料の取扱い） 

甲は、歯科技工所ベースアップ支援料を算定した場合、その趣旨を踏まえ、当該支援料相当額を乙

への委託費に反映するよう努めるものとする。 

 また、本支援料は今後の制度運用において点数の見直しが予定されていることを踏まえ、適切な取扱

いを行うものとする。 

第 3 条（連携および協力） 

甲および乙は、本制度の適切な運用のため、必要な情報共有および相互協力を行うものとする。 

第 4 条（実績報告への協力） 

乙は、実績報告書の作成に必要な算定回数等の情報について、可能な範囲で甲に提供するものと

する。 

また、甲乙は、本支援料に係る算定状況が把握できるよう、納品書等における記載方法について相互

に確認し、適切な管理に努めるものとする。 

第 5 条（消費税の取扱い）※新設 

本支援料は診療報酬に含まれるものであり、消費税相当額を含んだ金額として取り扱うものとする。 

甲乙は、本支援料に係る請求および支払において、税務上適切な処理を行うよう努めるものとする。 

第 6 条（協定の性質） 

本協定は、法的拘束力を有する契約ではなく、制度の円滑な運用を目的とした相互確認として取り交

わすものである。 

第 7 条（協議） 

本協定に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ解決するものとする。 

以上、本協定の趣旨を確認するため、本書を作成し、甲乙それぞれ署名する。 

令和  年  月  日 

甲（歯科医療機関） 

 

署名：  

乙（歯科技工所） 

 

署名： 

  

本協定書は強制ではありません。 

歯科医療機関から求められた場合などにご活用ください 
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歯科技工関連三団体が日本歯科医師会へ要望書を提出 

「歯科技工所ベースアップ支援料」の活用による歯科技工士の処遇改善と、安定した歯科

医療提供体制の維持を要望 

 

公益社団法人 日本歯科技工士会（会長：森野 隆）、全国歯科技工士教育協議会（会

長：池田 正臣）、一般社団法人 日本歯科技工所協会（会長：木村 正）の歯科技工関連三

団体は、2026 年 4 月 8 日、公益社団法人 日本歯科医師会（会長：高橋 英登）に対し、

「歯科技工所ベースアップ支援料の活用による歯科技工士の処遇改善に対するご協力のお

願い」を提出いたしました。本要望は、令和 8年度診療報酬改定において新設された「歯

科技工所ベースアップ支援料」の適切な運用を通じて、歯科技工士の賃金水準の向上と処

遇改善を図り、深刻化する人材不足の解消および将来にわたる歯科医療提供体制の維持・

確保を目的とするものです。 

 

当日は、日本歯科医師会より高橋会長のほか、瀬古口精良副会長、伊藤智加専務理事、

末瀨一彦常務理事が同席され、今後の業界課題について懇談が行われました。懇談の中

で、日本歯科技工士会の森野会長は、本支援料の新設に向けた日本歯科医師会の尽力に対

し謝意を示すとともに、歯科技工士が安心して職務に専念できる環境整備に向け、同支援

料の適切な運用と会員歯科医師への周知・理解促進への協力を要望いたしました。これに

対し、日本歯科医師会の高橋会長からは、歯科技工士の処遇改善の重要性について理解が

示され、要望内容について検討し、対応に向けて取り組む旨の発言がありました。あわせ

て、三団体と日本歯科医師会が一層連携を強化し、歯科医師および歯科技工士の双方がよ

り良い環境で職務に従事できるよう、継続的に取り組むことが確認されました。 

17



賃上げに向けた評価の見直し③

13

歯科技工所ベースアップ支援料の新設

令和８年度診療報酬改定 Ⅰ－２－１ 医療従事者の処遇改善－①

歯科技工所

歯科医師

歯科医療機関

完成した補綴物を納品

歯科技工指示書
に基づき製作を依頼 歯科技工士

歯科技工所ベース
アップ支援料を算定 賃上げ支援

（新） 歯科技工所ベースアップ支援料（１装置につき） 15点

➢ 歯科技工所に所属する歯科技工士の確実な
賃上げを図る観点から、歯科技工所ベース
アップ支援料を新設する。

➢ また、令和９年６月以降においては、所定
点数の100分の200に相当する点数により
算定する。

［算定要件（通知）］
 (１) 歯科技工所ベースアップ支援料は、当該保険医療機関の歯科医師から交付された歯科技工指示書に基づき、歯科医療の用に供する

補綴物等の製作等の委託を受けた歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に
厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、補綴物等の製作等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。

 (２) 歯科医師から交付された歯科技工指示書や歯科医師の直接の指示に基づき、当該保険医療機関内の歯科技工士が補綴物等の製作や
修理を行う場合には算定できない。

 (３) 本区分は、Ｍ００５に掲げる装着又はＮ００８に掲げる装着の算定時に算定する。
※装着の費用が含まれる支台築造、暫間歯冠補綴装置、３次元プリント有床義歯等については、各区分の算定日に本区分を算定する。

［施設基準(通知）］
(１) 歯科技工所に補綴物等の製作等を委託しており、当該歯科技工所の歯科技工士の賃上げ等、補綴物の製作を後方から支援する保険

医療機関であること。
(２) 当該保険医療機関は、当該支援料の趣旨を踏まえ、製作等を委託する歯科技工所が当該支援料による賃金改善の意向を有する場合

に、当該歯科技工所と連携の上で届出を行うとともに、当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充てること。
届出に関する事項（概要）
○ 毎年８月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため「実績報告書」を地方厚生(支)局長に届け出ること。
○ 保険医療機関は、歯科技工所ベースアップ支援料の算定に係る書類(「実績報告書」等)を、当該支援料を算定する年度の終了後３年間保管すること。18



歯科技工士免許登録者数と就業者数（年齢階級別）

7

○ 令和６年における年齢階級別の歯科技工士免許登録者数と就業者数は、年齢階級が上がるにつれて就業率は低下する。

○ 免許取得直後の25歳未満の就業率は62.9％であるが、25～29歳で46.9％に下がり、40代で３割弱になっている。

（出典：衛生行政報告例、歯科医療振興財団調べ、いずれも令和６年12月時点）
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歯科技工士免許登録者数、業務従事者数の年次推移

業務従事者数(人) 就業割合（％）

（出典：衛生行政報告例、歯科医療振興財団調べ）

○ 令和６年の歯科技工士免許登録者数は125,093人であり、そのうち業務従事者数は31,733人である。

○ 免許登録者数に占める業務従事者数の割合（就業割合）は減少傾向であり、令和6年では25.4%である。

H12年 14年 16年 18年 20年 22年 24年 26年 28年 30年 R2年 R4年 R6年

免許登録者数 90,825 95,838 100,381 104,794 108,406 111,191 113,726 116,006 118,271 120,157 122,139 123,870 125,093

業務従事者数 37,244 36,765 35,668 35,147 35,337 35,413 34,613 34,495 34,640 34,468 34,826 32,942 31,733

就業割合（％） 41.0% 38.4% 35.5% 33.5% 32.6% 31.8% 30.4% 29.7% 29.3% 28.7% 28.5% 26.6% 25.4%
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※２就業者率関係
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第５回歯科技工士の業務の

あり方等に関する検討会
資料１
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就業歯科技工士の供給推計（年齢階級別）

65○ 就業歯科技工士の供給推計について、年齢階級別にみると、 歳以上の割合が29.2～29.6％であり最も多い。

（出典：衛生行政報告例）

※＜就業歯科技工士の供給推計方法＞（ 近年の就業者数等のトレンドがこのまま続くと仮定）

10年後の就業歯科技工士の供給推計 ＝  ※(直近の就業歯科技工士数 × 継続就業者率（就業場所・性・年齢階級別） １)

  ※  ※＋（ 新規参入者の推計値 × 就業者率 ２ × 現役新規参入者率 ３ ）
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低位推計： 新規参入者の推計値 を直線回帰で推計し、就業者率及び現役新規参入者率を乗じて推計

中位推計： 新規参入者の推計値 を指数回帰で推計し、就業者率及び現役新規参入者率を乗じて推計

高位推計： 新規参入者の推計値 を現状維持と仮定し、就業者率及び現役新規参入者率を乗じて推計

27,179 27,375 27,572

2034年推計値
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歯科技工所ベースアップ支援料 

適正運用のための手引き 

令和 8 年５月発行 

発行 

歯科技工関連三団体 

・公益社団法人日本歯科技工士会 

・全国歯科技工士教育協議会 

・一般社団法人日本歯科技工所協会 

 

 本資料は、歯科技工所ベースアップ支援料の円滑な制度運用を目的として作成したものです。 

 本資料の全部または一部について、無断転載・無断改変・商用利用を禁じます。 

 制度内容については、今後の通知等により変更される場合があります。 

 最新情報については厚生労働省等の通知をご確認ください。 
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